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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿画像データの濃度を、ガンマ補正値を用いてガンマ補正する濃度補正手段と、
　前記濃度補正手段でガンマ補正された原稿画像データをシート上に形成する形成手段と
、
　前記濃度補正手段で用いるガンマ補正値を変更する変更手段と、
　前記変更手段が前記地紋画像の濃度調整を行った際のガンマ補正値を所定値以上変更す
る場合に、地紋画像データの濃度調整を行うようにユーザに対して通知する通知手段とを
有する画像形成装置であって、
　前記地紋画像データは、前記ガンマ補正によって、濃度が補正されないことを特徴とす
る画像形成装置。
【請求項２】
　前記変更手段での変更前のガンマ補正値と変更後のガンマ補正値は、
　前記原稿画像データ用のパッチを中間転写体上に形成し、当該形成されたパッチの反射
濃度値を測定することにより得られ、
　前記ガンマ補正値が前記所定値以上変更されるということは、当該測定された反射濃度
値が所定の値以上変更されるということを意味することを特徴とする請求項１に記載の画
像形成装置。
【請求項３】
　原稿画像データの濃度を、ガンマ補正値を用いてガンマ補正する濃度補正工程と、
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　前記濃度補正工程でガンマ補正された原稿画像データをシート上に形成する形成工程と
、
　前記濃度補正工程で用いるガンマ補正値を変更する変更工程と、
　前記変更工程が前記地紋画像の濃度調整を行った際のガンマ補正値を所定値以上変更す
る場合に、地紋画像データの濃度調整を行うようにユーザに対して通知する通知工程とを
有する画像形成装置の制御方法であって、
　前記地紋画像データは、前記ガンマ補正によって、濃度が補正されないことを特徴とす
る画像形成装置の制御方法。
【請求項４】
　前記変更工程での変更前のガンマ補正値と変更後のガンマ補正値は、
　前記原稿画像データ用のパッチを中間転写体上に形成し、当該形成されたパッチの反射
濃度値を測定することにより得られ、
　前記ガンマ補正値が前記所定値以上変更されるということは、当該測定された反射濃度
値が所定の値以上変更されるということを意味することを特徴とする請求項３に記載の画
像形成装置の制御方法。
【請求項５】
　コンピュータに読み取られることにより、請求項３または４に記載の画像形成装置の制
御方法における工程を、コンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置および画像形成装置の制御方法に関し、詳しくは、重要な文書
などを複写することによる不正な偽造や情報漏洩を抑止する目的で文書などの印刷画像に
合成されて印刷出力される地紋画像の濃度調整に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　領収書や証券、証明書などの原本には、それらを複写すると、一定の文字が浮かび上が
る特殊な模様が背景に印刷されているものがある。この特殊な模様は、一般に「地紋画像
」と呼ばれる。この地紋画像によって、複写行為を心理的に牽制したり、仮に複写がなさ
れてもその使用を抑止したりすることができている。
【０００３】
　この地紋画像は、基本的に複写後にドットが残る領域と複写後にドットが消える領域の
２つの領域から構成されている。複写後にドットが残る領域を潜像部、複写後にドットが
消える領域を背景部と称する。これら２つの領域は原本上でほぼ同じ反射濃度となってい
る。そして、潜像部には集中型の大ドットが配置され、背景部には分散型の小ドットが配
置されている。
【０００４】
　ここで、分散型の小ドットは、複写機が再現できないほど小さな（４２μｍ×４２μｍ
程度の）ドットとなっている。一方、集中型の大ドットは、複写機が再現できる程度の大
きさ（８４μｍ×８４μｍ程度の）ドットとなっている。
【０００５】
　そのため、地紋画像の印刷された原本を複写すると、その複写物上では、大ドットの配
置された潜像部のみが再現されることになる。ここで、潜像部が、ある文字列の形をして
いれば、複写物上で、突然、潜像部が浮き上がったように見えることになる。
【０００６】
　集中した大ドットや分散した小ドットは、それぞれ異なるディザマトリクスを用いたデ
ィザ処理によって生成されている。具体的には、集中したドット配置を得るためにドット
集中型ディザマトリクスが用いられ、分散したドット配置を得るためドット分散型ディザ
マトリクスが用いられている。
【０００７】
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　こうした地紋画像は、例えば、特許文献１が開示している。また、特許文献２は、地紋
画像の濃度調整技術を開示している。
【０００８】
　プリンタでは、地紋画像の濃度調整を行い、原本上での背景部と潜像部の反射濃度がほ
ぼ同じになるようにすることが行われている。特許文献２には、潜像部の画像の濃度値を
一定値に定め、背景部の画像の濃度値を段階的に変化させた複数のパッチデータを生成す
る技術が開示されている（特許文献２の図２０参照、本願の図４７参照）。そして、生成
されたパッチデータをシート上に形成している。ユーザは、このシート上から、潜像部の
画像の反射濃度と背景部の画像の反射濃度とが略同一になっているパッチを見つけ出し、
当該見つけ出したパッチの番号をＵＩ上から選択する。すると、次回以降、地紋印刷を行
う際には、上記選択された番号のパッチを生成する際に用いた反射濃度を用いて地紋画像
を生成することになる。
【０００９】
　なお、ユーザがシート上から潜像部の画像の反射濃度と背景部の画像の反射濃度とが略
同一になっているパッチを見つけ出す際には、シート上で最も潜像部の形（文字列の形）
が目立たないパッチを見つけ出すことと等価である。
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－１９７２９７号公報
【特許文献２】特開２００５－０９１７３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記地紋画像の濃度調整技術を用いて濃度調整を一々行うのはユーザに
とって面倒である（一々、シート上にパッチを形成させ、そのパッチの中から適切なパッ
チの番号をＵＩ上から選択しなくてはいけないから）。
【００１２】
　また、その一方で、濃度調整を省略すると、不適切な地紋画像がシート上に形成されて
しまう可能性がある。このように変な地紋画像がシート上に形成されてしまうのは、プリ
ンタ内の湿度や温度、室内の気温、湿度などの印刷環境、プリンタエンジンの耐久性、プ
リンタのインクやトナーの残量等の様々な条件に依存して画像形成能力が変動するからで
ある。具体的には、例えば、プリンタの画像形成能力が一時的に減少し、小さなドットを
正確にシート上に形成できない場合がある。このような場合、当然のように、地紋画像の
背景部の画像が薄くシート上に形成されてしまうことになる。すると、地紋画像内の潜像
部が背景部より濃い原本が作成されてしまうことになる。つまり、不適切な（潜像部が背
景部より濃い）地紋画像がシート上に形成されて原本が作成されてしまうことになる。
【００１３】
　本発明は上述した問題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは
、地紋画像の印刷に関して濃度の変動や違いを生じていることをユーザが容易に認識する
ことを可能とする画像形成理装置および画像形成装置の制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　そのために本発明では、原稿画像データの濃度を、ガンマ補正値を用いてガンマ補正す
る濃度補正手段と、前記濃度補正手段でガンマ補正された原稿画像データをシート上に形
成する形成手段と、前記濃度補正手段で用いるガンマ補正値を変更する変更手段と、前記
変更手段が前記地紋画像の濃度調整を行った際のガンマ補正値を所定値以上変更する場合
に、地紋画像データの濃度調整を行うようにユーザに対して通知する通知手段とを有する
画像形成装置であって、前記地紋画像データは、前記ガンマ補正によって、濃度が補正さ
れないことを特徴とする。
【００１７】
　また、原稿画像データの濃度を、ガンマ補正値を用いてガンマ補正する濃度補正工程と
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、前記濃度補正工程でガンマ補正された原稿画像データをシート上に形成する形成工程と
、前記濃度補正工程で用いるガンマ補正値を変更する変更工程と、前記変更工程が前記地
紋画像の濃度調整を行った際のガンマ補正値を所定値以上変更する場合に、地紋画像デー
タの濃度調整を行うようにユーザに対して通知する通知工程とを有する画像形成装置の制
御方法であって、前記地紋画像データは、前記ガンマ補正によって、濃度が補正されない
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　以上の構成によれば、プリンタの濃度変動によって、地紋画像が適切にシート上に形成
されない状態になっている場合に、その旨を通知する画像処理装置及び画像処理装置の制
御方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
（第１実施形態）
　＜地紋画像の説明＞
　なお、以下の実施形態では、背景部に対応する画像は、ドット分散型ディザマトリクス
を用いてドットが離散的に配置されるように設計し、潜像部に対応する画像はドット集中
型ディザマトリクスを用いてドットが集中して配置されるように設計する。また、背景部
の画像生成に用いるディザマトリクスを背景ディザマトリクス、潜像部の画像生成に用い
るディザマトリクスを潜像ディザマトリクスと呼ぶ。なお、潜像ディザマトリックスとし
て図３に示すような集中型ディザマトリックスが用いられ、背景ディザマトリックスとし
て図５に示すような分散型ディザマトリックスが用いられる。
【００２２】
　また、以下の説明では、背景部を構成する４画素×４画素の２値画像を背景閾値パター
ンと呼び、潜像部を構成する４画素×４画素の２値画像を潜像閾値パターンと呼ぶ。具体
的には、例えば、潜像閾値パターンは、図４の４０１であり、背景閾値パターンは、図６
の６０１である。なお、本実施形態では、印刷時に背景部と潜像部の反射濃度が等しくな
るような、背景閾値パターンと潜像閾値パターンの組み合わせが予め決定されている。つ
まり、例えば、４画素×４画素内の２画素を黒画素としたパターンを背景閾値パターン（
図６の６０１参照）とし、４画素×４画素内の３画素を黒画素としたパターンを潜像閾値
パターン（図４の４０１参照）とするように予め決定されている。このような潜像閾値パ
ターンと背景閾値パターンの決定は、上述した特許文献２の地紋画像濃度調整技術を用い
て行われている。
【００２３】
　＜地紋画像合成印刷装置の説明＞
　図１は、本発明の一実施形態に係る、地紋画像を合成して印刷するためのデータを生成
する画像処理装置およびそのデータに基づいて印刷を行う印刷装置を有した地紋合成印刷
装置の処理を示すブロック図である。この地紋合成印刷装置は、地紋画像生成部１０１、
入力原稿データ処理部１０２、合成部１０３、印刷データ処理部１０４、印刷部１０５、
濃度補正部１０６から構成されている。図１に示す地紋合成印刷装置は本発明の画像形成
装置の一実施形態であり、具体的には、原稿画像に地紋画像を合成して印刷を行うことが
できるプリンタである。ただし、本発明の画像形成装置は上記の例に限られないことはも
ちろんである。例えば、印刷データ処理までの処理をホストコンピュータで行い、印刷部
の処理をプリンタで行うような画像形成システムであってもよい。
【００２４】
　先ず、地紋画像生成部１０１には、入力背景画像１１２、潜像閾値パターン１１４、潜
像背景領域指定画像１１５、背景閾値パターン１１６が入力される。潜像背景領域指定画
像１１５は、潜像部と背景部の領域を指定するための画像であり、１画素１ビットで構成
される。潜像背景領域指定画像１１５の一方のビット（２５５）は潜像部を表し、他方の



(5) JP 4402092 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

ビット（０）は背景部を表す。この潜像背景領域指定画像１１５は、複写物上で浮き上が
る文字列の形をしている。
【００２５】
　地紋画像生成部１０１は、潜像背景領域指定画像１１５により潜像領域として指定され
た領域の全面に潜像閾値パターン１１４を貼り付け、背景領域として指定された領域の全
面に背景閾値パターン１１６を貼り付ける。これにより、図７のように、集中型のドット
が潜像部に配置され、分散型のドットが背景部に配置された地紋画像を生成する。この地
紋画像生成部１０１における処理内容は、図２を用いてさらに詳細に説明する。
【００２６】
　次に、地紋画像生成部１０１で生成された地紋画像１１７は合成部１０３に出力される
。地紋画像１１７の生成方法については後に詳しく述べる。入力原稿画像１１８は入力原
稿データ処理部１０２で、ＲＧＢ－ＣＭＹＫ変換、濃度補正処理（ガンマ補正処理）、ハ
ーフトーン処理などの画像処理を実行された上で、合成部１０３に出力される。
【００２７】
　濃度補正（ガンマ補正）処理は、濃度補正（ガンマ補正）部１０６で作成された濃度補
正（ガンマ補正）パラメータを用いて行われる。濃度補正（ガンマ補正）パラメータの決
定方法については、後に詳しく述べる。
【００２８】
　合成部１０３は、入力原稿データ処理部１０２で画像処理が実行された入力原稿画像と
地紋画像生成部１０１で生成された生成された地紋画像１１７を合成し、地紋合成出力画
像を生成する。なお、入力原稿画像１１８の内容に関わらず、地紋画像１１７をそのまま
地紋合成出力画像とする場合には、合成部１０２で入力原稿画像１１８を参照する必要は
ない。
【００２９】
　次に、印刷データ処理部１０４は、合成部１０３で合成された地紋合成出力画像を受け
取って後段の印刷部１０５に送る。
【００３０】
　印刷部１０５は、入力された地紋合成出力画像データの情報に従って、地紋画像を合成
した出力原稿を印刷出力する。ここで、印刷部１０５は、画像を中間転写体上に形成し、
当該形成された中間転写体上の画像をシート上に形成するプリンタエンジンとなっている
。さらに、この印刷部１０５は、中間転写体上の画像の濃度を測定して濃度補正部１０６
に対して測定結果を送信することができる。
【００３１】
　なお、本実施形態では、地紋画像、入力原稿画像、地紋合成出力画像、地紋合成出力画
像データは全てデジタルデータであり、地紋合成出力は紙に印刷された画像を表すものと
する。
【００３２】
　図２は、図１に示した地紋画像生成部１０１の処理手順を示すフローチャートである。
【００３３】
　初めにステップＳ２０１で、ユーザーインターフェース等を介した入力などによって地
紋画像生成処理が開始される。次に、ステップＳ２０２で、入力背景画像１１１、背景閾
値パターン１１６、潜像閾値パターン１１４、潜像背景領域指定画像１１５を読み込む。
次に、ステップＳ２０３で、地紋画像を生成する際の初期画素を決定する。例えば、入力
画像全体に対して左上から右下までラスター走査順に画像処理を行い、地紋画像に変更す
る場合、左上を初期位置とする。
【００３４】
　次に、ステップＳ２０４では、背景閾値パターン１１６、潜像閾値パターン１１４、潜
像背景領域指定画像１１５を、それぞれ入力背景画像１１２の左上からタイル状に配置す
る。そして、処理対象となっている入力背景画像１１１の画素に対して、ドット計算処理
をし、印刷時のドットに対応する画素値を書き込むか否かを判定する。このとき画素値は
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入力された色情報１１１に対応する。
【００３５】
　ドット計算処理は、
　　（ａ）潜像背景領域指定画像で潜像部に相当する画素で、潜像閾値パターンの画素値
が黒であれば１，白であれば０、
　　（ｂ）潜像背景領域指定画像で背景部に相当する画素で、背景閾値パターンの画素値
が黒であれば１，白であれば０とする。
【００３６】
　次に、ステップＳ２０５では、ステップＳ２０４での計算結果を判定する。ここで、１
ならばステップＳ２０６へ進み、０ならばステップＳ２０７へ進む。ステップＳ２０６で
は、印刷時のドットに対応する画素値を書き込む処理を行う。画素値の値は、地紋画像１
１７の色によって変えることができる。黒色の地紋を作成したい場合、入力背景画像１１
２の処理対象画素を黒に設定する。その他、プリンタのトナーあるいはインクの色に合わ
せてシアン、マゼンダ、イエローに設定することにより、カラーの地紋画像１１７を作成
することもできる。
【００３７】
　ステップＳ２０７では、入力背景画像１１２の全画素が処理されたかを判定する。入力
背景画像１１２の全画素が処理されていない場合はステップＳ２０８へ進み、未処理の画
素を選択し、再びステップＳ２０４～ステップＳ２０６の処理を実行する。また、入力背
景画像１１２の全画素に対する処理が完了していれば、ステップＳ２０９へ進み、地紋画
像生成部１０１における画像処理を終了する。上述の処理により、地紋画像１１７が生成
されることになる。
【００３８】
　次に、本実施形態に係る、潜像部と背景部におけるドットの配置方法について説明する
。本実施形態では、潜像部をドット集中型ディザマトリクス、背景部をドット分散型ディ
ザマトリクスに基づいて生成する。潜像部を生成する際に用いるドット集中型ディザマト
リクスの代表としては、渦巻き（集中）型ディザマトリクスが挙げられる。
【００３９】
　図３は、４×４の渦巻き（集中）型ディザマトリクスの一例を示す図である。４×４の
渦巻き（集中）型ディザマトリクスの閾値は渦巻状に中心から数値が増加する形で配置さ
れている。
【００４０】
　図４は、図３の４×４の渦巻き（集中）型ディザマトリクスを用いて所定の濃度値を閾
値処理して得られる潜像閾値パターン（ドット配置）を表す図である。図４において、４
０１、４０２、４０３は濃度値“３”、“６”、“９”を、図３に示すディザマトリクス
でそれぞれ閾値処理して得られる閾値パターンを示している。ここで得られる潜像閾値パ
ターン（ドット配置）は、各々のドットが集中して配置されるパターンとなっている。
【００４１】
　一方、背景部を形成するためのドット分散型ディザマトリクスの代表としては、Ｂａｙ
ｅｒ型ディザマトリクスが挙げられる。
【００４２】
　図５は、４×４のＢａｙｅｒ型ディザマトリクスの一例を示す図である。任意の濃度値
をＢａｙｅｒ型ディザマトリクスでディザ処理を行って生成される閾値パターンは、各々
のドットが分散して配置されるように設計されている。
【００４３】
　図６は、図５に示した４×４のＢａｙｅｒ型ディザマトリクスを用いて所定の濃度値を
閾値処理して得られる背景閾値パターン（ドット配置）を表す図である。図６において、
６０１、６０２、６０３は濃度値“２”、“４”、“５”を図５に示すディザマトリクス
でそれぞれ閾値処理して得られる閾値パターンを示している。ここで得られる閾値パター
ン（ドット配置）は、各々のドットがお互いに分散して配置されるパターンとなっている
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。Ｂａｙｅｒ型ディザマトリクスでは、閾値マトリクスの各要素は相互になるべく接触し
ない位置に順に配置され、その閾値パターンは孤立した格子状のドット配置を取る。本実
施形態では、背景に用いるディザマトリクスとして以降、Ｂａｙｅｒ型ディザマトリクス
を用いる場合を中心に説明するが、Ｂａｙｅｒ型ディザマトリクスに限定するものではな
い。その他のドット分散型ディザマトリクスを用いても良いことはもちろんである。
【００４４】
　潜像ディザマトリクスが、図３に示すようなドット集中型ディザマトリクスの場合、潜
像閾値パターンは集中型の大ドットとなる。大ドットは、たとえプリンタの濃度変動が起
こったとしても、大ドットとしてシート上に形成される。
【００４５】
　一方、背景ディザマトリクスが図５に示すようなドット分散型ディザマトリクスの場合
、背景閾値パターンは複数の小ドットとなる。小ドットは、プリンタの濃度変動が起こっ
てしまうと、小ドットとしてシート上に形成されないことが多い。
【００４６】
　このように大ドットは正確に形成され、小ドットは不正確に形成されやすい理由は、プ
リンタの能力に依存するところが大きい。例えば、感光ドラム（中間転写体）上のトナー
をのせたい特定領域にマイナスの電荷を与えて、当該マイナスの電荷の与えられた領域に
プラスの電荷のトナーをのせて、そのトナーを最終的にシート上に転写するプリンタを想
定する。すると、４２μｍ×４２μｍ程度の小ドットをシート上に形成したい場合には、
４２μｍ×４２μｍ程度の面積にマイナスの電荷を与える必要がある。しかし、このよう
な小さな面積にマイナスの電荷を正確に与えられない場合が往々にしてある。例えば、感
光ドラムの劣化や感光ドラムに電化を与えるレーザーの劣化、湿度や温度が、その理由で
ある。従って、大ドットは正確に形成され、小ドットは不正確に形成されやすい。このた
め、背景パターン内の黒画素の数は、潜像パターン内の黒画素の数より多くなるように設
定して地紋画像を生成する場合が多い。４画素×４画素内の２画素を黒画素としたパター
ンを背景パターン（図６の６０１参照）とし、４画素×４画素内の３画素を黒画素とした
パターンを潜像パターン（図４の４０１参照）とするように予め決定される場合を例に挙
げたのは、このような理由による。
【００４７】
　何れにせよ、地紋画像内には小ドットが存在するため、地紋画像の濃度調整は例えば特
許文献２の技術を用いて頻繁に行う必要があるのである。
【００４８】
　＜地紋画像の濃度調整を行う必要がある理由＞
　以上、地紋画像の生成方法と地紋画像を入力原稿画像の合成方法について詳しく説明し
てきたが、プリンタを用いて実際に地紋画像を出力する場合、様々な原因により、必ずし
も潜像部と背景部が意図した通りの濃度で出力されるとは限らない。原因は、エンジンの
経時変化（感光ドラムの劣化や、レーザーの劣化）、湿度や気温などの印刷環境、プリン
タのインクやトナーの状態等の様々な要因である。すなわち、背景部と潜像部のディザマ
トリクスに対する最適な濃度値は、プリンタの機種、ディザマトリクス、プリンタの個体
、印刷環境、用紙、インクやトナー等に依存して異なる。
【００４９】
　従って、プリンタのエンジン特性や印刷環境が異なる場合においても、印刷時にほぼ等
しい反射濃度となる背景閾値パターン、潜像閾値パターンを得た上で地紋画像を生成する
必要がある。このため、地紋合成印刷を実行する前に、プリンタ毎に背景部と潜像部の反
射濃度がほぼ同一になるような背景閾値パターンと潜像閾値パターンを得る処理、すなわ
ち、地紋濃度調整を行うことが必要になる。
【００５０】
　＜地紋画像の濃度調整技術について＞
　この地紋濃度調整方法として、背景ディザマトリクス、潜像ディザマトリクスの一方ま
たは双方に対する濃度値の階調を変化させて、シート上での反射濃度がほぼ等しくなるよ
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うに調整する方法が特許文献２に開示されている。この特許文献２の技術を簡単に説明す
る。
【００５１】
　図８は、地紋画像の濃度調整を行うための地紋濃度試し刷りを実行する構成を示すブロ
ック図である。図８に示すように、地紋濃度試し刷りを実行する構成は、設定情報入力部
１４０１、パターン生成部１４０２、試し刷り地紋画像生成部１４０３、印刷データ処理
部１４０４、印刷部１４０５から構成されている。
【００５２】
　設定情報入力部１４０１は、設定情報が保存されている初期設定ファイルから設定情報
を読み取る処理を行う。あるいは、ユーザーインターフェースを通じて入力される設定情
報を受け付ける処理を行う。パターン生成部１４０２は、設定情報入力部１４０１から入
力される設定情報に基づき、地紋を生成するために必要な閾値パターン（潜像閾値パター
ン及び背景閾値パターン）を生成し、後段の試し刷り地紋画像生成部に出力する。本実施
形態では、入力される設定情報から生成されるパターンは背景閾値パターンと潜像閾値パ
ターンである。また、地紋濃度試し刷り処理においては、パターン生成部１４０２は複数
の背景閾値パターンと潜像閾値パターンを生成する。試し刷り地紋画像生成部１４０３は
、パターン生成部１４０２から入力されたパターンに基づき、試し刷り地紋画像を生成す
る。この試し刷り地紋画像生成部１４０３で生成される試し刷り地紋画像の詳細について
は後に詳しく述べる。
【００５３】
　印刷データ処理部１４０４は、試し刷り地紋画像生成部１４０３で生成された試し刷り
地紋画像に対し、必要な画像処理を実行する。但し、印刷データ処理部では地紋画像の画
素値（シアン、マゼンダ、イエロー、ブラック）に対しては、印刷時に複数のインクやト
ナーが混じった混色とならないように考慮して試し刷り地紋画像に画像処理を行う。必要
な画像処理が施された試し刷り地紋画像は印刷部１４０５へ送られる。そして、印刷部１
４０５は、入力されたデータに従って、試し刷り地紋画像を印刷出力する。
【００５４】
　次に、試し刷り地紋画像生成部１４０３で生成される、背景部と潜像部の双方の濃度を
変化させた複数の地紋画像（パッチ）を２次元的に配置した試し刷りシートについて説明
する。背景部と潜像部の濃度を２次元的に変化させた試し刷りシートには、薄い濃度から
濃い濃度の範囲でパッチが印刷されており、１枚のシート内に背景部と潜像部の濃度がほ
ぼ同じになる複数のパッチが存在する。従って、地紋画像の濃度も選択可能な入力値とし
てユーザに提供することができる。
【００５５】
　１枚のシート内に、背景部と潜像部の双方の濃度を変化させて２次元的に配置した試し
刷りシートを用いることから、ユーザは、潜像部が好ましい濃さで、かつ潜像部と背景部
の濃度がほぼ等しいパッチを特定することができる。すなわち、複写時に潜像がはっきり
現れる地紋画像を生成するための地紋濃度パラメータ（潜像閾値パターンと背景閾値パタ
ーン）を速やかに特定することができる。背景部と潜像部の双方の濃度を変化させて２次
元的に配置した試し刷りシートは１枚から得られる情報が多いだけでなく、一覧性に優れ
、利便性が高い。また、ユーザが最適な地紋の濃さを探す際に出力する試し刷りシートの
枚数を削減することができるため、用紙コストの削減に繋がる効果が得られる。
【００５６】
　図９は、背景部と潜像部の濃度を変えたパッチを２次元的に配置した試し刷りシートの
一例を示す図である。各々のパッチは、潜像部と背景部を必ず含む構成になっており、カ
モフラージュを含んでいても良い。図９に示す各々のパッチは、中心部が潜像部、周辺部
が背景部を示す。図９に示す例では、潜像部と背景部を指定する潜像背景領域指定画像は
四角の矩形となっている。
【００５７】
　図９に示す試し刷りシートでは、用紙の横方向に対して潜像部の濃度（潜像ディザマト
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リックスに加える濃度値）を変化させて、縦方向に対して背景部の濃度（背景ディザマト
リックスに加える濃度値）を変化させている。
【００５８】
　図１０は、地紋濃度調整機能を備えた地紋合成印刷装置を示す図である。図１に示した
地紋合成印刷装置（図１０の装置１６０３）の前段に選択情報入力部１６０１およびパタ
ーン生成部１６０２を配置した構成となっている。
【００５９】
　図１０において、選択情報入力部１６０１では、ユーザが試し刷りシートにおいて最適
と判断したパッチに関する情報（例えば、パッチの近傍に印刷された番号等）を選択情報
として、ユーザーインターフェースを通じて入力する。ここで、最適な地紋画像のパッチ
とは、例えば、ユーザが望む濃さであり、かつ、背景部と潜像部がほぼ同一の濃度となっ
ており、ターゲットとする複写機で試し刷りシートを複写した際に潜像部が残り、背景部
が消失するパッチである。
【００６０】
　パターン生成部１６０２は、選択情報入力部１６０１から入力される選択情報に基づき
、地紋を生成するために必要なパターン（潜像閾値パターンと背景閾値パターンと）を生
成し、地紋合成印刷装置１６０３に入力する。
【００６１】
　そして、地紋合成印刷装置１６０３は、パターン生成部１６０２から入力される背景閾
値パターンと潜像閾値パターンに基づいて地紋画像を生成し、地紋画像と入力原稿画像を
合成し、出力原稿を印刷出力する。地紋合成印刷装置１６０３における処理については既
に詳しく述べたので、説明は省略する。このように、本発明の第一の実施形態の地紋合成
印刷装置は、図１に示した地紋合成印刷装置に、選択情報入力部１６０１とパターン生成
部１６０２が構成され、地紋濃度調整を可能とするものである。具体的には、ユーザーイ
ンターフェースやそれを介した入力情報に基づく処理を行う、ＣＰＵなどを有した処理部
によって構成される。
【００６２】
　図１１は、最も単純な試し刷りおよびそれに基づく地紋濃度パラメータ設定の手順を示
すフローチャートである。初めに、ユーザーインターフェース等からの入力に従い、ステ
ップＳ１７０１で試し刷りが開始される。次に、ステップＳ１７０２では、設定情報が保
存されている初期設定ファイルから設定情報を読み取る処理、またはユーザーインターフ
ェースを通じて入力される設定情報を受け付ける処理を行う。次に、ステップＳ１７０３
では、ステップＳ１７０２で入力された設定情報に基づき、地紋画像を生成する際に潜像
部と背景部の印刷濃度を決定するべく地紋濃度パラメータを生成する。本実施形態では、
入力される設定情報から生成される地紋濃度パターンは背景閾値パターンと潜像閾値パタ
ーンとなる。次に、ステップＳ１７０４で、ステップＳ１７０３で生成した地紋濃度パラ
メータに基づき、図９に示すような試し刷りシートを生成し、プリンタで印刷出力する。
【００６３】
　次に、ステップＳ１７０５において、ユーザは、試し刷りシートの各々のパッチにおけ
る潜像部と背景部の濃度を視覚的に比較する。なお、このステップの処理はユーザが行う
処理であり、本地紋合成印刷装置は、実際は次のステップの入力を待機する。ユーザによ
る視覚的な評価では、試し刷りシートの中から潜像部と背景部の反射濃度がほぼ等しくな
っており、ターゲットとする複写機で試し刷りシートを複写した際に潜像部が残り、背景
部が消失する最適なパッチを、そのパッチと関連付けられた番号で選択する。例えば、図
９に示す例では、用紙の横方向にＡ列、Ｂ列、Ｃ列と潜像部の濃度を変化させたパッチが
並べられており、また、用紙の縦方向に背景部の濃度を変化させたパッチが並べており、
各々のパッチの横に背景部の濃度を表す値が記載されている。ここで、地紋画像として好
ましい濃度のパッチが存在したとする。そして、そのパッチの潜像部の濃度はＡ列で表さ
れ、背景部の濃度は１６で表されたとする。その場合には、そのパッチをＡ－１６として
ユーザは選択し、その情報を入力する。
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【００６４】
　次に、ステップＳ１７０６では、ステップＳ１７０５で選択したパッチに関する番号（
例えばＡ－１６）を選択情報としてユーザーインターフェース等を通じて入力する。そし
て、ステップＳ１７０７では、ステップＳ１７０６で入力された情報に基づき、地紋画像
の潜像部と背景部の印刷濃度を決定する地紋濃度パラメータを設定する。具体的には、地
紋濃度パラメータは、背景部と潜像部の濃度がほぼ等しくなり、複写時に背景部が消失す
るような潜像閾値パターンと背景閾値パターンとして設定される。
【００６５】
　＜原稿画像の濃度補正について＞
　次に、図１２～図１６を参照して、入力原稿画像の補正を行う濃度補正（ガンマ補正）
部１０６（図１）について説明する。この濃度補正は、原稿画像の濃度の補正を行うため
の技術であって、地紋画像の濃度調整とは異なる。
【００６６】
　図１２は、濃度補正（ガンマ補正）部１０６の詳細な構成を示すブロック図である。図
において、濃度測定部１８０１は複数のパッチの反射濃度を測定する。濃度補正（ガンマ
補正）パラメータ作成部１８０２は、測定した反射濃度値に基づいて所望の濃度特性にな
るように濃度階調を補正する変換パラメータ（ガンマ補正パラメータ）を新たに作成する
。そして、作成した新たな濃度補正パラメータ（ガンマ補正パラメータ）を原稿データ処
理部１０２に送る。
【００６７】
　図１３は、濃度測定部１８０１の構成を示す図である。図において、印刷部１０５の現
像ユニットを構成する中間転写体１９０２上に、階調値５％、１０％、４０％、８０％の
パッチのデータ（図１４）を、ＣＭＹＫ各色について形成し、これらの反射濃度をセンサ
ー１９０１で測定する。そして、測定した反射濃度値を補正パラメータ作成部１８０２に
送る。この濃度測定部１８０１の処理は、規定の印刷枚数や時間、環境変化、印刷装置の
部品交換等の所定のタイミングで自動的に実行される。
【００６８】
　次に、濃度補正パラメータ作成部１８０２における濃度補正パラメータの作成方法につ
いて説明する。図１５は、プリンタの濃度特性の一例を示す図である。濃度測定部１８０
１で測定した、５％、１０％、４０％、８０％のパッチの測定濃度値が、図１５において
それぞれ、○（白点）の反射濃度値である場合、そのときのプリンタの濃度特性は、実線
の濃度特性となる。破線は、所望の理想とする濃度特性（リニア特性）を示す。理想の濃
度特性（図１５の破線）となるような濃度補正パラメータを作成すると、その補正特性は
図１６の実線に示すものとなる。
【００６９】
　原稿データ処理部１０２では、ＣＭＹＫデータに変換された後の入力原稿画像を、濃度
補正パラメータ作成部１８０２で作成された濃度補正（ガンマ補正）パラメータを用いて
、階調値の補正（変換）を行う。これにより、印刷される出力原稿の色みの変動などをな
くすようにしている。
【００７０】
　＜プリンタの濃度変動時に、地紋画像の濃度調整を行うようにユーザに通知する処理の
必要性＞
　再度、図１を参照する。このように印刷部１０５の濃度変動が起こったとわかった際に
は、濃度補正部１０６で生成された新たなガンマ補正パラメータを用いて、入力原稿画像
の各画素の濃度値を補正している。この濃度値の調整により、入力原稿画像については、
印刷部１０５の濃度変動が起こったとしても、期待どおりにシート上に形成されることに
なる。
【００７１】
　しかしながら、このガンマ補正は、地紋画像１１７の濃度の補正は行われない。なぜな
ら、濃度補正部１０６は原稿データ処理部１０２とデータをやり取りする処理部であって
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、地紋画像生成部１１７とデータをやり取りする処理部ではないからである。
【００７２】
　そのため、印刷部１０５の濃度変動が起こると、地紋画像は、印刷部１０５の濃度変動
の影響を直接、受けることになる。つまり、背景部の画像は非常に薄くシート上に形成さ
れ、潜像部の画像はそれなりに濃くシート上に形成されてしまうことになる。即ち、地紋
画像は、本来の地紋画像ではなくなってしまう。
【００７３】
　また、このガンマ補正が、たとえ、地紋画像１１７に対して行われたとしても、やはり
、地紋画像１１７は、印刷部１０５の濃度変動の影響を直接、受けることになる。これは
、地紋画像１１７は、その時点で既に二値のデータ（０又は２５５のデータ）であるため
、ガンマ補正を行ったとしても、元々０であった画素の濃度は０のままであり、元々２５
５であった画素の濃度は２５５のままであるからである。
【００７４】
　従って、本実施形態１では、印刷部１０５の濃度変動が起こった際に、ガンマ補正に用
いるガンマ値（濃度補正パラメータ）を再設定する。さらに、前回地紋画像の濃度調整を
行った際のガンマ値から大きく異なるガンマ値を新たに設定する必要がある場合には、地
紋画像の濃度調整を行うようにユーザに対して通知するように構成されている。
【００７５】
　なお、前回地紋画像の濃度調整を行った際のガンマ値は、前回地紋画像の濃度調整を行
う直前に行われた「新たなガンマ補正パラメータの作成処理」時の各パッチの平均濃度測
定結果に基づくものである。
【００７６】
　＜プリンタの濃度変動時に、地紋画像の濃度調整を行うようにユーザに通知する処理＞
　次に、本発明の第一の実施形態に係る、プリンタ部（印刷部１０５）の濃度変動時の通
知処理について説明する。本実施形態の濃度変動の判別は、図１９にて後述されるように
、プリンタの濃度変動量がある一定値以上になったか否かを基準として行うものである。
【００７７】
　図１７は、原稿画像の濃度調整用のパッチを中間転写体上に形成し、当該形成されたパ
ッチの反射濃度値を獲得しおよび保持する処理を示すフローチャートである。先ず、ステ
ップＳ２３０２では、濃度補正部１０６の濃度測定部１８０１によって、図４５に示すよ
うな複数のパッチデータを生成する。そして、当該生成されたパッチデータを二値化する
。さらに、二値化されたパッチのデータを中間転写体上に形成し、当該形成されたパッチ
の平均濃度を測定する。このように、中間転写体上のパッチの平均濃度を測定するセンサ
は、パッチ検出、パッチ検出センサとして従来知られている（例えば、特開平５－２３０
２参照）。
【００７８】
　なお、図４５に示す複数のパッチのデータは、夫々、濃度値が０から２５５である。こ
れらのパッチのデータは、図４６に示すディザマトリックスを用いて二値化された上で中
間転写体上に画像形成されている。なお、図４６に示すディザマトリックスは、多値の原
稿画像に対して二値化処理する際に用いられるディザマトリックスであり、地紋画像を生
成する際に用いられるディザマトリックスの図３や図５とは明らかに違うものであること
は理解できる。
【００７９】
　ステップＳ２３０３では、獲得した複数のパッチの平均濃度値をメモリに保持する。こ
の保持した平均濃度値は、次に示すプリンタの出力濃度の変動の判断に用いる。
【００８０】
　ステップ２３０４では、獲得した濃度測定値に基づいて、（原稿画像の濃度をガンマ補
正するために用いられる）ガンマ値を決定する。その後、処理をステップＳ２３０５で終
了する。
【００８１】
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　図１８は、プリンタの濃度変動判別処理の手順を示すフローチャートである。この濃度
変動判別処理は、ユーザーインターフェース等を通じて印刷が指示されたときや印刷の設
定が行われる時、たとえば、アプリケーション等により印刷あるいは印刷プレビューが選
択されたときに起動される。本実施形態では、印刷設定がなされたときに起動される（Ｓ
２４０１）。
【００８２】
　先ず、ステップＳ２４０２で、印刷設定に地紋画像印刷を行うことが設定されている否
かを判断する。そして、地紋画像印刷が設定されている場合（いわゆる原稿画像に対して
地紋画像を合成して出力する設定になっている場合）は、ステップＳ２４０３でその時点
のプリンタの濃度出力特性を取得する。すなわち、図１７における処理を行って、複数の
パッチの平均濃度値を測定し、当該測定した結果を得る。また、上記測定した結果に基づ
いて、ガンマ値（ガンマ変換パラメータ）を新たに生成する。
【００８３】
　次にステップＳ２４０４では、ステップＳ２４０３で上述のように獲得した測定濃度値
と前回地紋画像の濃度調整を行った直前に獲得して保持していた濃度測定値とを比較し、
前回の地紋画像濃度調整時からその時点までのプリンタの出力濃度の変動量を算出する。
【００８４】
　そして、ステップＳ２４０５では、算出した濃度変動量が地紋画像として有効となる濃
度領域（濃度変動量閾値）を超えているか否かを判断する。そして、濃度変動量閾値を超
えている場合は、ステップＳ２４０６で、ユーザに濃度変動により地紋画像の濃度が地紋
画像として不適切な濃度になっている可能性があることを通知する。一方、ステップＳ２
４０５で、濃度変動量が濃度変動量閾値以下の場合は、現時点の地紋濃度調整が適切な濃
度領域に入っているために、処理を終了する（ステップＳ２４０７）。また、ステップＳ
２４０１で、地紋画像印刷が設定されていない場合も、処理を終了する（ステップＳ２４
０７）。
【００８５】
　図１９は、上述の濃度変動量閾値を説明する図である。同図はプリンタのエンジン特性
や印刷環境によりプリンタの濃度が変動する場合の、潜像閾値パターンと背景閾値パター
ンの濃度変動特性を示している。２５０１は潜像閾値パターンの濃度変動特性、２５０２
は背景閾値パターンの濃度変動特性、２５０３は潜像閾値パターンと背景閾値パターンの
濃度変動の差分をそれぞれ示している。
【００８６】
　地紋濃度調整により反射濃度が一致するように設定された潜像閾値パターンと背景閾値
パターンは、プリンタの濃度特性が変動した場合、ディザマトリックスの違いによって反
射濃度の変動量は同じにならない。このため、潜像閾値パターンと背景閾値パターンに反
射濃度差が生じてしまう。視覚的に反射濃度の差が判別できてしまう反射濃度の差を図１
９中のＡとすると、反射濃度差がＡ未満となるプリンタの濃度変動量Ｂ（図１９）以下が
地紋画像として有効となる濃度領域であり、濃度変動量Ｂが濃度変動量閾値となる。プリ
ンタの反射濃度の変動量がＢを超えた場合、潜像閾値パターンと背景閾値パターンの濃度
差がＡを超えてしまうため、適切な地紋画像が生成できなくなる。
【００８７】
　図２０は、本実施形態の濃度変動通知処理の手順を示すフローチャートである。
【００８８】
　地紋濃度を調整すべきであるとの通知は図１８で説明したプリンタの濃度変動量判別処
理においてプリンタの濃度変動が所定値以上おこったと判断された場合に開始され（ステ
ップＳ２６０１）、ステップＳ２６０２で図２１に示すメッセージを表示する。これによ
り、ユーザに地紋画像が濃度変動により不適切な濃度になる可能性があることを通知する
。なお、メッセージの表示は、ユーザが操作している端末のディスプレイ上でも、印刷を
行うプリンタのパネル上でも、システム管理者のディスプレイ上でもよい。
【００８９】
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　（第１実施形態の変形例１）
　図２２は、他の地紋濃度通知処理として、地紋濃度調整を促す地紋濃度調整促し通知処
理を示すフローチャートである。
【００９０】
　この地紋濃度調整促し通知処理も、図１８で説明したプリンタの濃度変動量判別処理に
おいてプリンタの濃度変動が所定値以上生じたと判断された場合に開始され（ステップＳ
２８０１）、ステップＳ２８０２で図２１に示すメッセージを表示する。これにより、ユ
ーザに地紋画像が、プリンタの濃度変動により不適切な濃度になる可能性があることを通
知する。そして、ステップＳ２８０３で、図２３に示す地紋濃度調整のユーザーインター
フェイスを表示し、ユーザに地紋濃度調整機能を実行することを促し、処理を終了する（
ステップＳ２８０４）。これにより、ユーザは、表示された地紋濃度調整のユーザーイン
ターフェイスを介して、試し刷り印刷行い、地紋濃度の再調整を行うことができる。
【００９１】
　（第１実施形態の変形例２）
　図２４は、さらに他の地紋濃度通知処理の手順を示すフローチャートである。同図に示
す処理では、その時点の地紋画像のイメージ画像を表示する。本地紋濃度通知処理も、地
紋濃度変動判別において地紋画像の濃度が変動したと判断された場合に起動される（ステ
ップＳ３００１）。そして、ステップＳ３００２で地紋画像濃度判別処理で算出された濃
度変動量を獲得する。さらに、ステップＳ３００３でその濃度変動量と図１９に示した濃
度変動による潜像閾値パターンの濃度変動特性から潜像閾値パターンの濃度変動量を算出
する。そして、地紋濃度調整機能において決定された潜像閾値パターンに対して潜像閾値
パターンの濃度変動量を加えることにより、その時点の潜像閾値パターンの濃度（図２５
の３１０１）を算出する。また、ステップＳ３００４では、同様に、濃度変動量と図１９
に示した濃度変動による背景閾値パターンの濃度変動特性から背景閾値パターンの濃度変
動量を算出する。そして、地紋濃度調整機能において決定された背景閾値パターンに対し
て背景閾値パターンの濃度変動量を加えることによりその時点の背景閾値パターン濃度（
図２５の３１０２）を算出する。この際、潜像閾値パターンおよび背景閾値パターンは、
ディスプレイ上の濃度値（例えば、０～２５５レベルのグレー値）で濃度を表す。
【００９２】
　次に、ステップＳ３００５では、算出した現時点の潜像閾値パターンと背景閾値パター
ンにより地紋画像のイメージ画像（図２６）を生成し、ステップＳ３００６で生成したイ
メージ画像をユーザが操作している端末のディスプレイ上に表示する。これにより、ユー
ザに地紋画像が濃度変動により不適切な濃度になっていることを通知する。
【００９３】
　以上説明したように、本実施形態によれば、プリンタの濃度変動により地紋濃度調整機
能で設定された潜像閾値パターンと背景閾値パターンの濃度差が変化し、地紋画像として
不適切になっている場合は不適切であることをユーザに通知する。これにより、ユーザは
現状の地紋画像が適切か否かを確認することができる。その結果、不要な試し印刷もしく
は地紋濃度調整を行うことよる無駄な印刷や確認作業、操作をなくすことができる。
【００９４】
　（第２実施形態）
　本発明の第二の実施形態に係る濃度変動判別処理は、潜像を基準としその濃度調節値が
、濃度変動によって変化する有効濃度範囲内のものか否かを判断するものである。なお、
本実施形態の基本的構成は、第１実施形態の図１～図７について説明したものと実質的に
同じであり、その説明は省略する。
【００９５】
　図２７は、第２実施形態に係る地紋濃度調整処理を示すフローチャートである。本処理
は、ステップＳ３４０１で、ユーザインターフェース等からの入力に従い地紋濃度調整が
開始される。最初に、ステップＳ３４０２では、潜像部の濃度が地紋画像として有効な濃
度範囲、いわゆる複写時に潜像部が残り、背景部が消える濃度範囲内の濃度となる潜像閾
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値パターン選択し、設定する。次に、ステップＳ３４０３では、ステップＳ３４０２で設
定された潜像閾値パターンで構成される潜像部と濃度が同じになる背景部を構成する背景
閾値パターンを試し刷りによって選択して設定し、処理を終了する（ステップＳ３４０４
）。
【００９６】
　図２８は、ステップＳ１４０２の潜像閾値パターンを設定する潜像パターン濃度調整処
理を説明する図であり、潜像閾値パターンの階調特性を示している。複写時に潜像部が残
る最小の濃度がＡ、複写時に背景部が消える最大の濃度がＢである場合、地紋画像として
有効な濃度領域は、ＡからＢまでの濃度となる。
【００９７】
　潜像閾値パターンの階調特性が特性３５０１に示すような標準的な階調特性を示す場合
、地紋画像として有効な潜像閾値パターンは、濃度Ａを示す階調ａから濃度Ｂを示す階調
ｂまでの階調の潜像閾値パターンとなる。ここで、潜像閾値パターンの濃度ないし階調値
は、ディザマトリックスとの関係で、プリンタの濃度出力特性が異なるとそれに応じて異
なる（変化する）。従って、プリンタの濃度変動によって階調特性が特性３５０２のよう
に、標準的な階調特性３５０１よりも高い階調特性になると、有効な潜像閾値パターンは
、濃度Ａを示す階調ａ２から濃度Ｂを示す階調ｂ２までの階調の潜像閾値パターンとなる
。逆に、特性３５０３のように、標準より低い階調特性の場合は、有効な潜像閾値パター
ンは、濃度Ａを示す階調ａ３から濃度Ｂを示す階調ｂ３までの階調の潜像閾値パターンと
なる。このようにプリンタの出力濃度の変動に応じて、地紋画像の潜像閾値パターンとし
て有効な濃度領域は変動する。
【００９８】
　図２９は、潜像閾値パターンの濃度調整のためのユーザインターフェースを示す図であ
る。潜像部の濃度を薄い濃度から濃い濃度まで複数のステップに分割し、ユーザは、目的
に応じて好ましい地紋画像の潜像部の濃度を選択する。そして、選択された濃度ステップ
に対応する潜像閾値パターンが、地紋画像の潜像部の潜像閾値パターンとして設定される
。濃度ステップを１０段階（レベル１～レベル１０）に分割し、最も薄い濃度のレベル１
は、図２８で示した濃度が高くなる階調特性３５０２のときの有効濃度領域に対する最小
の階調ａ２の潜像閾値パターンに対応する。また、最も濃い濃度のレベル１０は、濃度が
低い階調特性３５０３のときの有効濃度領域に対する最大の階調ｂ３の潜像閾値パターン
に対応する。そして、この階調ａ２から階調ｂ３までを９等分して得られるそれぞれの階
調の潜像閾値パターンをレベル２からレベル９とする。これにより、有効濃度領域内で濃
度変動があっても、その変動による潜像閾値パターンの階調特性の変化にかかわらず、ユ
ーザは好ましい潜像部の濃度を選択することができる。
【００９９】
　図３０は、図２９に示した各濃度ステップ（レベル１からレベル１０）に対応した潜像
閾値パターンを示す図である。一辺が１０画素の潜像ディザマトリックに対して、階調ａ
２が黒の面積比率３％の背景閾値パターンで、階調ｂ３が面積比率１２％の潜像閾値パタ
ーンであるとする。このとき、図２９に示す濃度ステップは、レベル１が３％（３７０１
）、レベル２が４％（３７０２）、レベル３が５％（３７０４）、レベル４が６％（３７
０４）、レベル５が７％（３７０５）である。また、レベル６が８％（３７０６）、レベ
ル７が９％（３７０７）、レベル８が１０％（３７０８）、レベル９が１１％（３７０９
）、レベル１０が１２％（３７１０）の潜像閾値パターンとなる。
【０１００】
　図３１は、ステップＳ３４０３（図２７）の背景閾値パターン濃度調における地紋濃度
試し刷りを実行する構成を示すブロック図であり、第１実施形態に関して図８に示した構
成と同様の構成を示している。
【０１０１】
　図３１において、潜像パターン入力部３８０１は、潜像パターン濃度調整部で設定され
た潜像閾値パターンを読み取る処理を行う。また、背景パターン入力部３８０２は、背景
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パターン情報が保存されている初期設定ファイルから設定情報（背景ディザマトリックス
）を読み取る処理を行う。
【０１０２】
　パターン生成部３８０３は、潜像パターン入力部３８０１から入力される潜像閾値パタ
ーンと背景パターン入力部３８０２から入力される背景パターン情報である背景ディザマ
トリックスに基づき、地紋を生成するために必要なパターンを生成する。そして、試し刷
り地紋画像生成部３８０４に出力する。地紋濃度試し刷り処理では、パターン生成部３８
０３は１つの潜像閾値パターンと複数の背景閾値パターンを生成する。そして、試し刷り
地紋画像生成部３８０４は、パターン生成部３８０３から入力されたパターンに基づき、
試し刷り地紋画像を生成する。この試し刷り地紋画像生成部３８０４で生成される試し刷
り地紋画像の詳細については後に詳しく述べる。印刷データ処理部３８０５以降の処理は
、図８に示す処理と同じであり、その説明は省略する。
【０１０３】
　次に、試し刷り地紋画像生成部３８０４で生成される、入力された潜像パターンで構成
される潜像部と背景部の濃度（階調）を変化させた複数の地紋画像（パッチ）を２次元的
に配置した試し刷りシートについて説明する。潜像部に対して背景部の濃度を徐々に変化
させた試し刷りシートには、背景部が薄い濃度から濃い濃度の地紋が印刷されており、シ
ート内に背景部と潜像部の濃度がほぼ同じになるパッチが存在する。背景部と潜像部の濃
度がほぼ同じになるパッチが地紋濃度パラメータ（即ち、潜像閾値パターンと背景閾値パ
ターン）となる。
【０１０４】
　図３２は、潜像部と濃度を変えた背景部のパッチを配置した試し刷りシーの一例を示す
図である。各々のパッチは、潜像部と背景部を必ず含む構成になっている。図３２におけ
る各々のパッチは、中心部が潜像部、周辺部が背景部を示し、パッチに付けられた番号順
に背景部の濃度が濃くなるようにする（１が最も薄い濃度の背景部、１５が最も濃い濃度
の背景部）。図３２に示す例では、潜像部と背景部を指定する潜像背景領域指定画像は四
角の矩形となっている。
【０１０５】
　図３２に示す試し刷りシートでは、背景部の濃度を、用紙の左から右方向に、続いて下
の段に変化させている。予め、プリンタのエンジン特性やディザマトリクスの階調性等を
考慮し、用紙の中心に存在するパッチが潜像部とほぼ等しい背景部の濃度になるように設
定しておく。このとき、環境やエンジン性能の劣化による濃度変動が存在した場合でも、
潜像部と背景部の濃度がほぼ等しいパッチを見つけ易くなる。
【０１０６】
　図３３は、最も単純な試し刷りの手順を表すフローチャートであり、第１実施形態に関
わる図１１に示す処理と同様の処理である。
【０１０７】
　ステップＳ４００２では、潜像パターン濃度調整部で設定された潜像閾値パターンを読
み取る処理を行う。次に、ステップＳ４００３は、背景パターン情報が保存されている初
期設定ファイルから設定情報（背景ディザマトリックス）を読み取る処理を行う。
【０１０８】
　さらに、ステップＳ４００４では、ステップＳ４００２およびステップＳ４００３で入
力された設定情報に基づき、地紋画像を生成する際の潜像閾値パターンと背景部の印刷濃
度を決定する地紋濃度パラメータを生成する。本実施例の場合は、入力される設定情報か
ら生成される地紋濃度パラメータは潜像閾値パターンと背景閾値パターンとなる。次に、
ステップＳ４００５で、ステップＳ２００４から入力される地紋濃度パラメータに基づき
、図３２に示すような試し刷りシートを生成し、プリンタで印刷出力する。以降の処理は
、図１１に示す処理と同様であり、その説明は省略する。
【０１０９】
　図３４は、地紋濃度調整機能を備えた地紋合成印刷装置を示す図であり、第１実施形態
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に係る図１０と同様、図１に示した地紋合成印刷装置（図３４の４１０２で示される要素
）の前段にパッチ情報入力部４１０１を配置した構成となっている。
【０１１０】
　パッチ情報入力部２１０１は、図２７等で上述した潜像パターン濃度調整処理で設定さ
れた潜像閾値パターンと、同じく背景パターン濃度調整処理で設定された背景閾値パター
ンをパッチ情報として、ユーザインターフェースを通じて入力する。
【０１１１】
　そして、地紋合成印刷装置４１０２は、パッチ情報入力部４１０１から入力される背景
閾値パターンと潜像閾値パターンに基づいて地紋画像を生成し、地紋画像と入力原稿画像
を合成し、出力原稿を印刷出力することができる。
【０１１２】
　以上、本発明の第２の実施形態に関し、地紋濃度調整機能の潜像パターン濃度調整処理
と背景パターン濃度調整処理について説明した。しかし、このような調整に関わらず、プ
リンタで実際に地紋画像を出力する場合、プリンタの濃度変動によって地紋画像が不適切
な濃度になってしまうことがある。例えば、複写時に潜像部が消えたり、逆に背景部が残
ってしまうことがある。あるいは、印刷した状態で潜像部がより目立ったりするなど潜像
部と背景部の濃度のバランスがくずれることもある。プリンタにおける、このような地紋
画像の有効濃度領域を超える濃度変動がある場合でも、最適な地紋画像の濃度となること
が望ましい。このため、本実施形態では、以下に示すように、地紋画像の潜像パターン設
定時に設定される潜像閾値パターンが適切な濃度を示すか否かについて判断する潜像パタ
ーン濃度判断処理を行う。
【０１１３】
　＜潜像パターン濃度判断およびそれに基づく通知＞
　図３５は、本発明の第二の実施形態に係る潜像パターン濃度判断処理を示すフローチャ
ートである。
【０１１４】
　先ず、ユーザーインターフェース等からの入力に従い、ステップＳ４２０１で潜像パタ
ーン濃度判断処理が開始される。次に、ステップＳ４２０２で、図２９に示した潜像パタ
ーン濃度調整のユーザインターフェースを表示する。そして、ステップＳ４２０３で、ユ
ーザによるレベル１からレベル１０の中のレベル選択の入力を受ける。
【０１１５】
　ステップＳ４２０４では、選択されたレベルに対応する潜像閾値パターン（図３０）が
示す濃度を測定する。この潜像パターン濃度測定の詳細は後述する。次に、ステップＳ４
２０５で、測定した潜像閾値パターンの測定濃度値が地紋画像の有効濃度領域内であるか
否かを判断する。有効濃度領域はすでに説明した図２８の濃度Ａから濃度Ｂまでの濃度領
域である。
【０１１６】
　測定濃度値が有効濃度領域内でない、いわゆる地紋画像の濃度として不適切であると判
断された場合は、ステップＳ４２０７で、図３６に示すようなメッセージ（図に示す例は
、測定濃度値が有効濃度領域より低い場合を示す）を表示する。これにより、ユーザが選
択した潜像パターンのレベルが地紋画像として不適切な濃度であることをユーザに通知す
ることができる。メッセージを表示し、ユーザが「ＯＫ」ボタン４３０１を押下すると、
ステップＳ４２０２の処理に戻る。なお、メッセージの表示は、ユーザが操作している端
末のディスプレイ上でも、印刷を行うプリンタのパネル上でも、システム管理者のディス
プレイ上でもよい。
【０１１７】
　一方、ステップＳ４２０５で、測定濃度値が有効濃度領域内であると判断された場合は
、ステップＳ４２０６で選択されたレベルに対応する潜像パターンを地紋画像の潜像パタ
ーンとして設定し、処理を終了する（Ｓ４２０８）。
【０１１８】
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　次に、ステップＳ４２０４の潜像パターン濃度測定について説明する。図３７は潜像パ
ターン濃度測定のための構成を示す図である。
【０１１９】
　図に示した印刷部１０５の現像ユニットの中間転写体４４０２上に、ステップＳ４２０
３で選択されたレベルに対応する潜像閾値パターン、図２９に示す例では、レベル５に対
応する図３０の潜像パターン３７０５を形成し、センサー４４０１で濃度を測定する。そ
して、測定した濃度値は潜像パターン濃度判断部４４０３に送られる。
【０１２０】
　（第２実施形態の変形例１）
　図３８は、潜像パターン濃度判断処理の他の例示すフローチャートである。
【０１２１】
　ユーザインターフェース等からの入力に従い、ステップＳ４５０１で、潜像パターン濃
度判断処理が開始される。最初に、ステップＳ４５０２で図２９に示す潜像パターン濃調
整のユーザインターフェースを表示し、ステップＳ４５０３で、ユーザによるレベル１か
らレベル１０の中のレベル選択の入力を受ける。
【０１２２】
　ステップＳ４５０４では、選択されたレベルに対応する潜像パターン（図３０）の濃度
を測定する。次に、ステップＳ４５０５で、測定した潜像閾値パターンの測定濃度値が地
紋画像の有効濃度領域内であるか否かを判断する。測定濃度値が有効濃度領域内でないと
きは、ステップＳ４５０７で測定濃度値が地紋画像として有効な濃度領域内になるための
濃度調整量、例えば、測定濃度値が有効濃度領域より薄い場合は測定濃度値を濃度Ａにす
るために必要な濃度量を算出する。そして、ステップＳ４５０８で濃度調整量から有効濃
度領域内になるために必要な調整レベル値（選択されたレベル値からいくつレベルを下げ
る、もしくは上げるかの調整レベル数）を算出する。図３９に示す例では、調整レベル数
はＮである。さらに、ステップＳ４５０９で、図３９に示すメッセージ（Ｎレベル分レベ
ルを上げる必要がある旨）を表示する。これにより、ユーザが選択した潜像パターンのレ
ベルが地紋画像として不適切な濃度であり、適切な濃度にするためには、何レベル調整す
れば良いかをユーザに通知することができる。表示の後は、ステップＳ４５０３に戻る。
一方、ステップＳ４５０５で、測定濃度値が有効濃度領域内であると判断された場合は、
ステップＳ４５０６で選択されたレベルに対応する潜像閾値パターンを地紋画像の潜像閾
値パターンとして設定し、処理を終了する（Ｓ４５１０）。
【０１２３】
　（第２実施形態の変形例２）
　図４０は潜像パターン濃度判断処理のさらに他の例を示すフローチャートである。
【０１２４】
　ユーザインターフェース等からの潜像パターン濃度判別実行の指示に従い、ステップＳ
４７０１で潜像パターン濃度判別処理が開始される。最初に、ステップＳ４７０２で、設
定可能な総ての潜像閾値パターン、例えば、図２９に示すレベル１からレベル１０に対応
した図３０の３７０１から３７１０の潜像閾値パターンを形成する。そして、それらが示
す濃度を潜像パターン濃度測定部（図４３の要素５００１、５００２）によって測定する
。この測定値は、潜像パターン濃度判別部に送られる。
【０１２５】
　次に、ステップＳ４７０３で、総てのレベルの測定濃度値を、有効濃度領域の最小の濃
度Ａおよび最大の濃度Ｂと比較する。これによって、有効濃度領域内のレベル（濃度Ａと
濃度Ｂの間の測定濃度値のレベル）と、有効濃度領域外のレベル（濃度Ａより薄いもしく
は濃度Ｂより濃い測定濃度値のレベル）を算出する。そして、ステップＳ４７０４で、図
４１に示すように有効濃度領域外のレベルの選択領域を斜線等で囲い、有効濃度領域内の
レベルと有効濃度領域外のレベルを明示した潜像パターン濃度調整のユーザインターフェ
ースを表示する。ステップＳ４７０５では、ユーザによる、この表示におけるレベル１か
らレベル１０の中の選択したレベルの入力を受ける。この場合、ユーザは、有効濃度領域
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内で所望のレベルを選択することができる。あるいは、目的とする地紋画像などに依って
は、あえて潜像部の濃度レベルを有効濃度領域外のものを選択することもできる。
【０１２６】
　ステップＳ４７０６では、ユーザが選択したレベルが、有効濃度領域内のレベルか有効
濃度領域外のレベルかを判断する。有効濃度領域外のレベルであると判断したときは、ス
テップＳ４７０７で図４２に示すメッセージを表示することによりユーザが選択した潜像
パターンのレベルが地紋画像として不適切な濃度であることをユーザに通知する。これに
対して、例えば、ステップＳ４７０５であえて有効濃度領域外のレベルを選択したユーザ
は、「ＯＫ」ボタンを押して処理を続行することができる。あるいは、メッセージを見た
ユーザは、レベルの選択をやり直すべく所定の操作によって、例えば、ステップＳ４７０
４の表示に戻すことができる。
【０１２７】
　ステップＳ４７０８では、選択されたレベルに対応する潜像パターンを地紋画像の潜像
パターンとして設定し、処理を終了する（Ｓ４７０９）。
【０１２８】
　以上説明したように、本実施形態によれば、プリンタの濃度特性の違いや濃度変動によ
り、地紋画像の潜像部の濃度が、背景部との関係で地紋画像として機能するための有効濃
度領域外の濃度である場合は、その旨をユーザに通知する。これにより、ユーザが無駄な
地紋画像の印刷をすることを防止できる。また、有効濃度領域内の濃度であったとしても
、実際に印刷したり複写したりして地紋画像の濃度を確認することによる無駄な複写作業
や確認作業、操作をなくすことができる。
【０１２９】
　加えて、本実施形態によれば、設定した潜像部の濃度が不適切な場合に、適切な濃度の
選択に導く通知がなされるので、ユーザは容易に適切な濃度の選択を行うことができる。
【０１３０】
　なお、上述した第２実施形態では、潜像閾値パターンの濃度が有効濃度領域内にあるか
否かを判別するものとしたが、潜像閾値パターンでなく、背景閾値パターンの濃度につい
て同様の判別を行ってもよい。この場合は、その後の潜像閾値パターンの設定では、判別
に応じて設定された背景閾値パターンが示す濃度と、例えばほぼ同じ濃度を示す潜像閾値
パターンが設定されることはもちろんである。
【０１３１】
　プリンタの濃度が変動した場合でも、地紋画像として適切な潜像パターンと不適切な潜
像パターンを明示することで、ユーザは適切な潜像パターンを選選択することができる。
これにより、不適切な地紋画像の印刷や、実際に複写して地紋画像の濃度を確認すること
による無駄な複写作業や確認作業、操作をなくすことが可能となる。
【０１３２】
　（他の実施形態）
　本発明の実施形態に係る地紋画像合成装置は、パーソナルコンピュータなどのホストコ
ンピュータによっても実施することができる。
【０１３３】
　図４４は、このコンピュータの基本構成を示すブロック図である。例えば、このコンピ
ュータにおいて、上述した第１および第２実施形態の図１における印刷部（又は印刷部の
プリンタエンジン）を除く総ての機能を実行する場合、各機能構成をプログラムにより表
現できる。これを、このコンピュータに読み込ませることで、上記機能を実現することが
できる。
【０１３４】
　図４４において、５３０１はＣＰＵを示し、ＲＡＭ５３０２やＲＯＭ５３０３に格納さ
れているプログラムやデータを用いてコンピュータ全体の制御を行うと共に、第１実施形
態や第２実施形態で説明した各処理を行う。ＲＡＭ５３０２は、外部記憶装置３３０８か
らロードされたプログラムやデータ、他のコンピュータシステム５３１４からＩ／Ｆ（イ
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ンターフェース）５３１３を介してダウンロードしたプログラムやデータを一時的に記憶
するエリアを備える。これと共に、ＣＰＵ５３０１が各種の処理を行うために必要とする
エリアを備える。
【０１３５】
　ＲＯＭ５３０３は、コンピュータの機能プログラムや設定データなどを記憶する。ディ
スプレイ制御装置５３０４は、画像や文字等をディスプレイ３３０５に表示させるための
制御処理を行う。ディスプレイ５３０５は、画像や文字などを表示する。尚、ディスプレ
イとしてはＣＲＴや液晶画面などが適用可能である。
【０１３６】
　操作入力デバイス５３０６は、キーボードやマウスなどＣＰＵ５３０１に各種の指示を
入力することのできるデバイスにより構成されている。なお、手動で潜像背景領域指定画
像などを入力する場合には、この操作入力デバイス５３０６を介してこれらを入力するこ
とができる。５３０７は、操作入力デバイス５３０６を介して入力された各種の指示等を
ＣＰＵ５３０１に通知するためのＩ／Ｏを示す。
【０１３７】
　５３０８はハードディスクなどの大容量情報記憶装置として機能する外部記憶装置を示
す。これは、ＯＳ（オペレーティングシステム）や上記第１実施形態や第２実施形態の処
理をＣＰＵ５３０１に実行させるためのプログラム、背景ディザマトリクス、潜像ディザ
マトリクス、生成された地紋画像、入力原稿画像などを記憶する。また、外部記憶装置５
３０８への情報の書き込みや外部記憶装置５３０８からの情報の読み出しはＩ／Ｏ５３０
９を介して行われる。
【０１３８】
　５３１１は文書や画像を出力するためのプリンタを示し、出力データはＩ／Ｏ５３１２
を介してＲＡＭ５３０２、もしくは外部記憶装置５３０８から送られる。なお、文書や画
像を出力するためのプリンタとしては、例えばインクジェットプリンタ、レーザビームプ
リンタ、熱転写型プリンタ、ドットインパクトプリンタなどが挙げられる。
【０１３９】
　５３２０は、ＣＰＵ５３０１、ＲＯＭ５３０３、ＲＡＭ５３０２、Ｉ／Ｏ５３１２、Ｉ
／Ｏ５３０９、ディスプレイ制御装置５３０４、Ｉ／Ｆ５３１３、Ｉ／Ｏ５３０７を接続
するためのバスである。
【０１４０】
　なお、本実施形態では、地紋合成印刷装置や試し刷り機能を備える地紋合成印刷装置の
印刷部を除く処理をコンピュータにより実行しているが、プリンタ内部の専用のハードウ
ェア回路を用いてコンピュータで行う処理を代行しても良い。
【０１４１】
　なお、本発明は複数の機器（例えば、ホストコンピュータ，インターフェース機器，リ
ーダ，プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる装置（
例えば、複写機，ファクシミリ装置など）に適用しても良い。
【０１４２】
　また、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した
記録媒体をシステムなどに供給し、そのシステムなどのコンピュータ（ＣＰＵ、ＭＰＵ）
が記録媒体に格納されたプログラムコードを読出し実行することによっても達成される。
【０１４３】
　この場合、記録媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記録媒体は本発明を構成すること
になる。
このプログラムコードを供給するための記録媒体としては、例えばフロッピー（登録商標
）ディスク，ハードディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ，
磁気テープ，不揮発性のメモリカード，ＲＯＭなどを用いることができる。
【０１４４】
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　また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、実施形態の機
能が実現されるだけではない。そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で
稼働しているＯＳなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実
施形態の機能が実現される場合も含まれる。
【０１４５】
　更に、記録媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡
張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれる形態
も含まれる。そして、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードなどの
ＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機
能が実現される場合も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１】本発明の第１実施形態における地紋合成印刷装置の処理を示すブロック図である
。
【図２】第１実施形態における地紋画像生成部の処理手順を示すフローチャートである。
【図３】４×４の渦巻き型ディザマトリクスの一例を示す図である。
【図４】図３の４×４の渦巻き型ディザマトリクスを用いて所定の濃度値を閾値処理して
得られる閾値パターン（ドット配置）を表す図である。
【図５】４×４のベイヤー型ディザマトリクスの一例を示す図である。
【図６】図５の４×４のベイヤー型ディザマトリクスを用いて所定の濃度値を閾値処理し
て得られる閾値パターン（ドット配置）を表す図である。
【図７】バウンダリ処理により地紋生成部で生成された地紋画像の一部を示す図である。
【図８】地紋濃度試し刷りの構成を示すブロック図である。
【図９】背景部と潜像部の濃度を変えたパッチを２次元的に配置した試し刷りシートの一
例を示す図である。
【図１０】地紋濃度キャリブレーション機能を備えた地紋合成印刷装置を示す図である。
【図１１】最も単純な試し刷りの手順を表すフローチャートである。
【図１２】図１の濃度補正部の構成を示す図である。
【図１３】図１２に示す濃度測定部の構成を示した図である。
【図１４】濃度階調５％、１０％、４０％、８０％のパッチパターンの構成を示した図で
ある。
【図１５】プリンタの濃度特性を示す図である。
【図１６】図１５のプリンタに対する濃度補正パラメータを示す図である。
【図１７】地紋濃度調整時のパッチパターンの測定濃度値を獲得および保持する処理を示
すフローチャートである。
【図１８】本発明の第一の実施形態に係る地紋画像の濃度変動判別処理を示すフローチャ
ートである。
【図１９】プリンタの濃度が変動した時の地紋濃度調整により決定された潜像閾値パター
ンと背景閾値パターンの濃度変動特性を示す図である。
【図２０】本発明の第一の実施形態に係る地紋濃度通知処理を示すフローチャートである
。
【図２１】図２０に示す処理によって通知されるメッセージの一例を示す図である。
【図２２】第一の実施形態の第一の変形例に係る地紋濃度調整を促す地紋濃度通知の手順
を表すフローチャートである。
【図２３】図２２の処理によって表示される地紋濃度調整のユーザインターフェイスを示
す図である。
【図２４】第一の実施形態の第二の変形例に係る地紋画像のイメージ画像を表示する地紋
濃度通知処理を示すフローチャートである。
【図２５】上記第二の変形例に関わる潜像閾値パターンの濃度、背景閾値パターンの濃度
のイメージ画像を示す図である。



(21) JP 4402092 B2 2010.1.20

10

20

30

40

【図２６】図２６の処理で表示される潜像閾値パターンと背景閾値パターンによる地紋画
像のイメージ画像を示す図である。
【図２７】本発明の第二の実施形態に係る地紋濃度調整処理を示すフローチャートである
。
【図２８】潜像部の潜像マトリックスの階調特性を示した図である。
【図２９】潜像パターン濃度調整手段のユーザインターフェースを示す図である。
【図３０】各濃度ステップ（レベル１からレベル１０）に対応した潜像閾値パターンを示
す図である。
【図３１】背景閾値パターン濃度調整処理における地紋濃度試し刷りのための構成を示す
ブロック図である。
【図３２】潜像部と濃度を変えた背景部のパッチを配置した試し刷りシートの一例を示す
図である。
【図３３】地紋濃度設定処理を示すフローチャートである。
【図３４】地紋濃度調整機能を備えた地紋合成印刷装置を示す図である。
【図３５】本発明の第二の実施形態に係る潜像パターン濃度判断処理を示すフローチャー
トである。
【図３６】潜像パターンのレベルが地紋画像として不適切な濃度になっていることを通知
するメッセージを示す図である。
【図３７】潜像パターン濃度測定部の構成を示す図である。
【図３８】第二の実施形態の第一の変形例に係る潜像パターン濃度判断処理を示すフロー
チャートである。
【図３９】図３８の処理で表示される、潜像パターンのレベルが地紋画像として不適切な
濃度であり、適切な濃度にするためには、何レベル調整すればいいかをユーザに通知する
メッセージを示す図である
【図４０】第二の実施形態の第二の変形例に係る潜像パターン濃度判断処理を示すフロー
チャートである。
【図４１】図４０の処理で表示される、有効濃度領域のレベルと有効濃度領域外のレベル
を明示した潜像パターン濃調整のユーザインターフェースを示す図である。
【図４２】図４０の処理で表示される、ユーザが選択した潜像パターンのレベルが地紋画
像として不適切な濃度であることをユーザに通知するメッセージを示す図である
【図４３】潜像閾値パターンの濃度を測定する潜像パターン濃度測定部の構成を示す図で
ある。
【図４４】他の実施形態に係るコンピュータの基本構成を示すブロック図である。
【図４５】濃度補正部の濃度測定部において出力されるパッチのデータを示す図である。
【図４６】上記パッチのデータの二値化に用いるディザマトリックスを示す図である。
【図４７】地紋パッチシートの一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１４７】
　１０１　地紋画像生成部
　１０２　原稿データ処理部
　１０３　合成部
　１０４　印刷データ処理部
　１０５　印刷部
　１０６　濃度補正部
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